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                              山添村住民福祉課 

 

 

障害福祉サービス及び障害児通所支援に係る更新申請書等の提出期限について（お願い） 

 

平素は、本村障害福祉行政の推進につきまして、格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申

し上げます。 

さて、障害福祉サービス及び障害児通所支援に係る更新手続につきましては、支給決定事

務及び受給者証発行事務を円滑に行うため、提出期限を下記のとおり統一させていただきま

す。 

つきましては、対象者のサービス利用継続に支障が生じないよう、期限内の提出にご協力

いただきますようお願いいたします。 

 

記 

 

１．提出期限 

支給決定更新月の当月２０日まで 

（２０日が閉庁日の場合は、その直前の開庁日） 

※郵送の場合は、当月２０日必着でお願いいたします。 

【例】 

・受給者証の支給決定期間終了日が令和８年６月３０日の場合 

 →令和８年６月２０日までに提出 

 

２．提出先 

山添村住民福祉課 

 

３．提出書類 

・障害福祉サービス支給申請書（更新） 

・障害児通所給付費支給申請書（更新） 

・サービス等利用計画案 



・障害児支援利用計画案 

・モニタリング報告書 

・その他必要書類 

 

４．その他 

提出が遅れた場合、支給決定及び受給者証の発行時期に影響が生じる場合がありますので、 

あらかじめご了承ください。 

 

〒６３０－２３４４ 

奈良県山辺郡山添村大字大西１５１番地 

山添村役場住民福祉課（西尾） 

ＴＥＬ：０７４３－８５－００４５ 

ＦＡＸ：０７４３－８５－０４７２ 


